
 

 

○ 子育て・教育環境の充実 

（１）こどもの教育環境の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本市の提案・要望】 

〇 ＧＩＧＡスクール構想の実現及び環境整備後の更新にかかる費用等の継続的か

つ十分な財政措置 

○ 児童生徒の急増対策にかかる国庫負担制度等の拡充及び老朽化が進む学校

施設の維持管理・更新を推進するための制度拡充及び財源の確保 

【現状・課題】   

（ＩＣＴ活用のための環境整備） 

○ 本市では最新のＩＣＴ機器を効果的に活用することで、協働学習や個別学習の充実を

図り、主体的に学ぼうとする姿勢や自らの考えを伝えるとともに、他者の考えを理解

し、多様な人々と協働して問題を解決しようとする子どもの育成に取り組んでいる。 

○ 国においても、１人１台の学習者用端末整備などを含むＧＩＧＡスクール構想の加速

による学びの保障にかかる令和２年度補正予算が示されたが、現行の国の制度では、

セキュリティ対策費や運用保守費用等の１人１台端末の導入及び運用に必要な経費

が補助対象とはなっておらず、自治体に多額な負担が生じている。 

○ ＩＣＴを活用した教育を推進していくためには、セキュリティ対策費や運用保守費

用、端末更新費用などの将来にわたる継続的な費用等について財政措置が必要であ

る。 

○ また、令和２年度補正予算で新たに示された、緊急時における家庭におけるオンライ

ン学習環境の整備においても、モバイルルータの整備費用は国が財政措置することと

なっているが、通信料は対象外のため、通信料に対する補助制度の創設が必要である。 

○ あわせて、各校に派遣するＩＣＴ支援員についても補助対象とし、「日常的にＩＣＴ

を活用できる体制づくり」の推進に向け、継続的かつ十分な財政措置が必要である。 

（児童生徒の急増対策・学校施設の老朽化対策） 

○ 本市では、学校施設の中長期的維持管理等に関する基本方針として「大阪市学校施設

マネジメント基本計画」を策定し、こどもの教育環境の充実を目指し、児童生徒の急

増による教室不足や学校施設の老朽化といった課題に取り組んでいるところである。 

○ 本市中心部の学校において、これまでの想定を上回る児童・生徒数の急増により、教

室不足や運動場の狭隘化が見込まれている中、校舎の増築や新設校の整備が喫緊の課

題となっており、平成 29年５月には、課題解決に向けた「児童急増対策プロジェク

トチーム」を設置し、中長期的な児童数の推計の作成や、高層型校舎の導入及び屋上

運動場等の設置など、従来の手法にとらわれない対策を検討している。 

○ しかし、現在は最大３年先の学級数でしか補助資格を算定することができず（いわゆ

る前向き資格）、今後も児童推計が増加することが見込まれる学校については、可能

な限り先を見据え必要な教室数を整備できるよう制度を改正するとともに、狭隘な敷

地を有効活用するため、第二屋内運動場等の整備を補助の対象とするなど、補助対象

の拡充や補助単価の引き上げが必要である。 

○ 児童生徒急増地域における特例措置の復活として、第二次児童生徒急増対策同様、新

増築及び改築事業の補助率嵩上げが必要である。 

○ 学校施設の老朽化対策について、学校は児童生徒の生活の場であり、災害時の収容避

難所等にも指定されていることから、老朽化対策を進めていくため、「学校施設環境

改善交付金」について、地方計画事業量に見合う財源を確保するとともに、補助率の

嵩上げ及び補助単価の引き上げが必要である。 

（文部科学省） 

担当：教育委員会事務局 

 



 

 

 

 

 

 

≪現行の補助制度による整備校舎整備（イメージ）≫ 
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○現行の補助制度による増築校舎整備の課題 

○耐用年数を迎える学校施設の校舎面積(耐用年数：60 年) 

 

 

【現行の補助制度の課題】 

前向き資格３年のため、必要教室数の 

整備には複数回の増築工事が必要 

⇒ 運動場が狭隘化となり、 

こどもの教育環境への影響が大！ 

≪都心部の実情を踏まえた必要な校舎整備（イメージ）≫ 

【課題の解消に向けて】 

☆児童急増対策ＰＴの設置 

 ・中長期推計により先を見据えた児童数に 

  対応した教室規模の校舎整備を検討 

 ・狭隘な敷地を有効活用するべく、 

  第二屋内運動場等の整備が必要 

前向き資格３年の見直しや、 

対象経費の拡充（第二屋内運動場等） 

などの都心部の児童急増に対応可能な 

補助制度の拡充が必要！！ 
 

 【現状の課題】 
今後２５年間で全体の 
約 6割が築後６０年超 

○GIGAスクール構想実現のための国の財源措置の状況 

 

 

 

※令和３年度以降も継続して負担する費用 

※令和６年度以降、機種更新費用が発生 


